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縦覧結果と意見書提出状況 

 

１ 阪神間都市計画道路の変更 

（３．５．１３４号鉄道沿東線の変更） 

 

１）都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１７条第 1項の規定による 

案の縦覧 

縦覧期間  平成２７年４月１７日（金）から平成２７年５月１日（金）まで 

   縦覧場所  都市建設部都市計画課 

縦覧者数  １名 

意見書数  なし 

 

２ 阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建設計画）道路の変更 

（３．５．３７０号駅前広場東線ほか２路線の変更） 

 

１）都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定による 

案の縦覧 

縦覧期間  平成２７年４月１７日（金）から平成２７年５月１日（金）まで 

   縦覧場所  都市建設部都市計画課 

縦覧者数  １名 

意見書数  １通 
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阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建設計画）道路の変更に係る意見書及び市の考え方 

意見書の内容 市の考え方 

（意見書１）駅前広場東線に関する意見 

駅前広場東線は，ＪＲ芦屋駅南の駅前広場より東に向かい，都市計

画道路稲荷山線までの道路である。途中で都市計画道路宮川線と交差

しているが，今回，宮川より東１００ｍ区間を未整備のままで廃止す

る計画である。 

宮川線とＪＲ神戸線の立体交差の整備が昭和４２年頃に始まった

が，この時点まで宮川の所で，東からの人は西へ芦屋駅まで，まっす

ぐに通行ができた。ところが，宮川線の改良が終わった時点で，東西

の通行が遮断された。 

今の状況で，宮川より東側１００ｍの都市計画道路の廃止をする

と，部分的な１５ｍへの拡幅が未整備という問題よりも，宮川の所で

東西交通が遮断された状況での事業終了となる。 

東西交通の為，自動車は回り道をしてもらえても，歩道橋による歩

行者等の通行問題は解決しておく必要がある。これはＪＲ芦屋駅南の

駅前広場の広域的な交通網の中でも，歩道橋の設置により東からの歩

行者等の動線を考えておく必要がある。 

 以上により，対策のないまま，都市計画道路駅前広場東線の宮川か

ら東の部分を廃止することに反対である。 

 

 

 

 

 

 駅前広場東線は，ＪＲ東海道本線の南側における東西方向の交通処

理に寄与する幹線街路として都市計画決定された路線ですが，整備に

よる周辺道路および土地への影響等を踏まえ，都市計画道路を取り巻

く状況が変化したことから，一部区間を廃止としたものです。 

なお，歩行者等の通行については地元要望等を踏まえ，別途対応を

検討することになります。 

 

-
1
0
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   阪阪神神間間都都市市計計画画道道路路のの変変更更（（兵兵庫庫県県決決定定））  

      ３３．．５５．．１１３３４４号号鉄鉄道道沿沿東東線線のの変変更更  
   

  

  

 

 【諮問第１号】 
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計  画  書 

 

阪神間都市計画道路の変更（兵庫県決定） 

 
 
 
都市計画道路中 3.5.134 号鉄道沿東線を次のように変更する。 

 

種 

別 

名称 位置 区域 構造 

備考 
番号 路線名 起点 終点 

主な 

経過地
延長 

構造 

形式 

車線 

の数 
幅員 

地表式の区

間における

鉄道等との

交差の構造

幹 

線 

街 

路 

3.5.134 
鉄道沿 

東線 

芦屋市 

大原町 

芦屋市 

大原町 

芦屋市

大原町
約250ｍ 地表式 ２車線 15ｍ 

幹線街路と

平面交差１

箇所 

 

 
  「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

 
 

理    由 

 
別添理由書のとおり 
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理  由  書 

 
 長期未着手の都市計画道路について、社会経済状況の変化を踏まえつつ、土地所有者等に

対する不要な権利制限の解除及び透明性をもった選択と集中による効率的な道路整備を進め

ていくため、地域の交通特性、既成市街地の特性を踏まえながら、都市計画の変更を行う。 
この方針に基づき、以下のように変更するものである。 

 
鉄道沿東線は、ＪＲ東海道本線の北側における東西方向の交通処理に寄与する幹線街路と

して都市計画決定された路線である。 
しかし、周辺の市街地形成などの状況から、当該路線に求められる機能が、並行する道路

により確保されていることから、一部区間の都市計画を廃止し、延長を変更するものである。 

-15-



 

変 更 前 後 対 照 表 

 

変

更

前

後 

種

別 

名称 位置 区域 構造 
主  な 

変更内容 
番号 路線名 起点 終点 

主な 

経過地
延長 

構造 

形式 

車線 

の数 
幅員 

変

更

前 

幹

線

街

路 

3.5.134 
鉄道沿

東線 

芦屋市 

翠ケ丘 

町 

芦屋市

大原町

芦屋市

親王塚

町 

約 

1,160ｍ
地表式 ２車線 15ｍ 

･起点を西方向 

に変更し、延 

長を約 910ｍ 

削減する。 
変

更

後 

幹

線

街

路 

3.5.134 
鉄道沿

東線 

芦屋市 

大原町 

芦屋市

大原町

芦屋市

大原町
約250ｍ 地表式 ２車線 15ｍ 
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   阪阪神神間間都都市市計計画画（（芦芦屋屋国国際際文文化化住住宅宅都都市市建建設設計計画画））道道路路のの変変更更（（芦芦屋屋市市決決定定））  

      ３３．．５５．．３３７７００号号駅駅前前広広場場東東線線ほほかか２２路路線線のの変変更更  
   

  

  

 

 【諮問第２号】 
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計  画  書 
 

阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建設計画）道路の変更（芦屋市決定） 
 
 
都市計画道路中 3.5.370 号駅前広場東線を 3.6.370 号駅前広場東線に名称を改め，3.6.370

号駅前広場東線ほか２路線を次のように変更する。 
 

種
別 

名称 位置 区域 構造 

備考 
番号 路線名 起点 終点 

主 な
経過地

延長 
構造 
形式 

車線 
の数 

幅員 

地表式の区
間における
鉄道等との
交差の構造

幹
線
街
路 

3.6.370 
駅前広 
場東線 

芦屋市 
上宮川 
町 

芦屋市
上宮川
町 

芦屋市
上宮川
町 

約280ｍ 地表式 ２車線 8ｍ 
幹線街路と
平面交差１
箇所 

 

3.5.371 
鉄道沿 
西線 

芦屋市 
船戸町 

芦屋市
松ノ内
町 

芦屋市
松ノ内
町 

約410ｍ 地表式 ２車線 15ｍ 
幹線街路と
平面交差１
箇所 

 

3.5.376 
芦屋川 
右岸線 

芦屋市 
平田町 

芦屋市
西山町

芦屋市
川西町

約 
1,640ｍ

地表式 ２車線 12ｍ 

阪神電鉄本
線と立体交
差 
ＪＲ東海道
本線と立体
交差 
阪急電鉄神
戸線と立体
交差 
自動車専用
道路と立体
交差１箇所
幹線街路浜
手幹線と立
体交差 
幹線街路山
手幹線と立
体交差 
幹線街路と
平面交差４
箇所 

 

   なお，芦屋市西山町地内に交通広場を設ける。 
面積約
560 ㎡ 

 
  「区域及び構造は計画図表示のとおり」 
 
 

理    由 

別添理由書のとおり 
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理  由  書 

 
 長期未着手の都市計画道路について，社会経済状況の変化を踏まえつつ，土地所有者等に

対する不要な権利制限の解除及び透明性をもった選択と集中による効率的な道路整備を進め

ていくため，地域の交通特性，既成市街地の特性を踏まえながら，都市計画の変更を行う。 
この方針に基づき，以下のように変更するものである。 

 
駅前広場東線は，ＪＲ東海道本線の南側における東西方向の交通処理に寄与する幹線街路

として都市計画決定された路線である。 
しかし，本路線の終点部については，周辺の市街地形成などの状況を踏まえ，都市計画道

路を取り巻く状況が変化したことから，一部区間の都市計画を廃止し，延長を変更するもの

である。 

 
鉄道沿西線は，ＪＲ東海道本線の北側における東西方向の交通処理に寄与する幹線街路と

して都市計画決定された路線である。 

しかし，周辺の市街地形成などの状況から，当該路線に求められる機能が，並行する道路

により確保されていることから，一部区間の都市計画を廃止し，延長を変更するものである。 

 

芦屋川右岸線は，芦屋川の西側における南北方向の交通処理に寄与する幹線街路として都

市計画決定された路線である。 

しかし，本路線の起点部については，周辺の市街地形成などの状況を踏まえ，都市計画道

路を取り巻く状況が変化したことから，一部区間の都市計画を廃止し，延長を変更するもの

である。 
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変 更 前 後 対 照 表 

 

変

更

前

後 

種

別 

名称 位置 区域 構造 
主  な 

変更内容 
番号 路線名 起点 終点 

主な 

経過地
延長 

構造 

形式 

車線 

の数 
幅員 

変

更

前 

幹

線

街

路 

3.5.370 
駅前広

場東線

芦屋市 

上宮川 

町 

芦屋市

楠町 

芦屋市

上宮川

町 

約800ｍ 地表式 ２車線 15ｍ ･名称変更 

･終点を西方向 

に変更し，延 

長を約 520ｍ 

削減する。 

変

更

後 

幹

線

街

路 

3.6.370 
駅前広

場東線

芦屋市 

上宮川 

町 

芦屋市

上宮川

町 

芦屋市

上宮川

町 

約280ｍ 地表式 ２車線 8ｍ 

変

更

前 

幹

線

街

路 

3.5.371 
鉄道沿

西線 

芦屋市 

船戸町 

芦屋市

三条南

町 

芦屋市

松ノ内

町 

約 

1,170ｍ
地表式 ２車線 15ｍ 

･終点を東方向 

に変更し，延 

長を約 760ｍ 

削減する。 
変

更

後 

幹

線

街

路 

3.5.371 
鉄道沿

西線 

芦屋市 

船戸町 

芦屋市

松ノ内

町 

芦屋市

松ノ内

町 

約410ｍ 地表式 ２車線 15ｍ 

変

更

前 

幹

線

街

路 

3.5.376 
芦屋川

右岸線

芦屋市 

平田町 

芦屋市

西山町

芦屋市

川西町

約 

2,080ｍ
地表式 ２車線 12ｍ 

･起点を北方向 

に変更し，延 

長を約 440ｍ 

削減する。 

なお，芦屋市西山町地内に交通広場を設ける。 

変

更

後 

幹

線

街

路 

3.5.376 
芦屋川

右岸線

芦屋市 

平田町 

芦屋市

西山町

芦屋市

川西町

約 

1,640ｍ
地表式 ２車線 12ｍ 

なお，芦屋市西山町地内に交通広場を設ける。 
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